
令和 2年度  事 業 報 告
令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 日本スヌーカー連盟

1 事業の成果
本法人は、スヌーカー競技の普及活動を目的として例年競技大会を企画、実施してきた。しかし、当年
度にあつては感染症拡大の抑止の観点から競技大会の開催を全面的に見合わせることになった。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

・当年度に予定されていた全 10回の競技大会については、感染症拡大の影響を鑑み中止とした

・また、全世界的に競技大会の開催が中止となったことから、海外への選手派遣を見合わせた

(2)その他の事業

なし



書式第14号 (法第28条関係)

1.収入の部

附記 (1)科日間の流用を認めるものとする。

(2)公益法人会計基準に準拠する。

Π.支出の部

令和 2年度  活動計竺
=

自令和2年4月 1日 至令和3年3月 31日

特定非営利活動法人日本スヌーカー連盟

(単位 :円 )

特定非営利活動法人日本スヌーカー連盟

(単位 :円 )

科  目 目国コ 図□□ 差 異 備  考

会費収入

事業収入

補助金等収入

雑収入

受取利息

0

200,000

0

0

0

0

0

1,114,204

0

0

200,000

0

▲ 1,114,204

ロ

会費・入会金

大会エントリーフィー他

NBA海外遠征補助金等

持続化給付金収入

銀行預金利忠

当期収入合計(A) 200,000 1,114,204 ▲ 914,204

配
=躍
夏壼聾□ ▲ 265,490 a 265,4e01 Ａ

Ｕ

▲ 914,204収入合計 (B) A 65,4901 848,714

科  目 目ロコ 図国□

23,1

23,1

23,980

30,000

11

事業費

事業費

会場費

海外試合支援費

什器備品費

通信交通費

広告宣伝費

交際費

会議費

諸会費

寄付金

支払手数料

租税公課

予備費

100,000

10,000

50,000

50,000

20,000

10,000

200,000

0

5,000

0

0

田□翻団

46,1 EI□E正≡地
▲ 1 レンタルサーバー他

手土産代他

理事会会合費

NBA会員費等

災害義援金等

銀行手数料・申請手数料他

▲ 3,980

10,000

170,000

0

▲ 107

当期支出合計 (C) 445,000 2571510 1S7,4901

当期収支差額(A)―(C) a 245,OOOI 856,6e4

次期繰越収支差額(B)― (C) a 510,4901 591,204

差 異

▲ 1,101,694

▲ 1,101,694

備  考



令和 2年度  会計岱借対国表
令和3年3月 31日現在

特定非営利活動法人日本スヌーカー連盟

(単位 :円 )

科  目 金    額
I.資産の部

(1)流動資産

現金

預貯金

流動資産合計

(2)他流動資産

仮払金 104,778

他流動資産合計

542,426

104,778

□日目田 647,204

Ⅱ.負債の部

(1)他流動負債

短期借入金

預り金

囮歴IIm□

ハ
Ｕ

56,000

56,000

目口目冊 56,000

Ⅲ.正味財産の部

(1)正味財産

(うち当期正味財産増加額)

591,204

856,694

正味財産合計 591,204

日亜□□亜I至田 647,204

I.重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.中小企業会計基準の適用

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によつて作成しています。

2.消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。
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ロヨ閣 町π妻≡¬

令和3年 3月 31日現在

固ロロ田

特定非営利活動法人日本スヌーカー連盟

(単位 :円 )

瓢 ==1
コ 摘  要 圏コ

皿狂ヨ菫ヨ

みずほ銀行八重洲支店

ジヤバンネット銀行 ビジネス営業部

14,159

528,267

542,426

104,778

Ｆ
Ｌ

資産合計 647,204

日i亜罰

科  目 ロコ

短期借入金

預り金 返金予定分 JSA会費・CSカード会費 3件 56,000

摘  要

田正 ] 56.000



書式第 18号 (法第 28条関係)

令和 2年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人  日本スヌーカー連盟

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

口以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)
●各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

⌒

、:ジ・監事
マエタ
゛
  ヨシタカ 令和2年 4月 1日

令和3年 3月 31日

年

年

月

月

日

日前田 義孝

ｎ
Ｚ

⌒

c聖ジ・監事
サカタ   テツヒト 令和2年4月 1日

令和3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日坂田 哲人

●
０

⌒

、登ジ・監事
フクタ ゙ ユタカ 令和2年 4月 1日

令和3年 3月 31日

年  月  日

年 月 日福田 豊

４

ニ

⌒

、翌ヲ・監事
クリモト  タカオ 令和2年 4月 1日

令和3年 3月 31日

年  月  日

年 月 日栗本 高雄

5

⌒

く理ソ・監事
ハヤセ   トシヒロ 令和2年 4月 1日

令和3年 3月 31日

年

年

月

月

日

日早瀬 敏博

6
⌒

c里ヲ・監事
ナカカ
゛
ワ シ
゛
ュン 令和2年 4月 1日

令和3年 3月 31日

年

年

月

月

日

日中川 淳

7

〆
~ヽ

、翌ヲ
。監事

サトウ  ワタル 令和2年4月 1日

令和3年 3月 31日

年 月

月

日

日年佐藤 渉

６
５

⌒

理事ゝ、慶ソ
ナカムラ  テツ 令和2年 4月 1日

令和3年 3月 31日

年

年

月

月

日

日中村 哲

Ｏ

υ 理事 。監事

年

年

月   日

月 同

年  月  日

年 月 日

10 理事 。監事
年  月  日

年  月  日

年  月  日

年  月  日



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

社員のうち10人以上の者の名簿
令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 日本スヌーカー連盟

氏   名

前田 義孝

2 福田 豊

Ｒ

） 栗本 高雄

4 早瀬 敏博

Ｐ
Ｄ 坂田 哲人

6 中川 淳

7 田中 優輔

8 前田 崇文

9 左藤 渉

10 中村 哲

11
鈴木 芳人

12


